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私立幼稚園における実効のある保育目標に関する
職員研修手順の開発

横松　友義

　本稿では，私立幼稚園２園におけるアクション・リサーチをとおして，ほとんどすべての
職員が，園の実効のある保育目標についての理解を強化したり広げたり深めたりできると共
に，その保育目標について価値を実感したりその実現のための保育実践に意欲ないし前向き
さを示したりできる職員研修手順を開発する。開発された手順は，次の通りである。職員研
修講師は，その園の実効のある保育目標明確化で協働した保育目標研究者とし，配付資料に
は，教育基本法における幼児教育の目的及び学校教育法の幼稚園教育の目的・目標について
の説明内容と，その内容を背景に持って成立した実効のある保育目標のすべてを示す。保育
目標のそれぞれについて説明する時には，必ずその達成のための具体的実践例をあげる。こ
れらを共通部分とした上で，講演時間と園の状況に応じて，実際の研修内容を構成する。
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１ ．これからの幼稚園カリキュラム・マネジメント
において必要な保育目標関連の実施事項について
　一般に，カリキュラム・マネジメントは，学校が
教育関連法規や自校の特色を踏まえて教育目標を明
確化し，その実現のための内容・方法の全体を計画
し，職員同士あるいは職員と保護者等が協働して，
教育を実施し，評価し，改善していくことであると
とらえることができる。このカリキュラム・マネジ
メントの研究が，近年，幼稚園教育の分野でも重視
されるようになってきた。例えば，文部科学省の幼
児教育課は，平成27年度及び平成28年度の幼稚園
教育理解推進事業の第１の協議主題として，「幼稚
園教育要領の理念を実現するための，各幼稚園にお
ける教育課程の編成，実施，評価，改善の一連のカ
リキュラム・マネジメントの適切な実施について」
を設定し，「全ての都道府県において研究協議等を
行う」こととしている1）。
　しかし，この幼稚園カリキュラム・マネジメント
の手順に関する学術研究の蓄積は，わずかであると
いえる。そして，それは，これまで私立に範囲を限
定して進められてきており，横松により次のように
簡潔に整理されている。なお，引用中の注番号につ

いては本稿に応じた形で変更している。「まず，山
中らが，保育の実際に対応し，かつ，所属保育者が
法規的にも教育思想的にも納得できるという条件を
満たす保育目標のことを実効のある保育目標ととら
え，私立幼稚園におけるアクション・リサーチによっ
て，次のような明確化手順を開発している2）。最初
に，園の保育に関する資料を収集する。それらの資
料から保育目標案を導き出し，教育基本法及び学校
教育法の観点から検討し修正し，保育目標として明
確化していく。そして，その作業を，園の経営方針
で保育目標の妥当性を決定する立場にある園長の承
認をもって，終了する。続いて，横松は，選定した
６私立幼稚園でのアクション・リサーチをとおして，
それらの職員の過半数に実効のある保育目標明確化
の必要性が理解できる説明資料の概要を開発してい
る3）。同様に，同６園でのアクション・リサーチを
とおして，山中らの開発した手順をより実用的でよ
り多くの私立幼稚園において有効な手順に発展させ
ている4）。すなわち，園の保育に関する資料から保
育目標案を作成する際に，既存資料をできる限り活
用すること等によって，より実用的なものにしてい
る。それと共に，事前に園長対象に実効のある保育
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目標案を検討・修正する際の考慮事項を調査し把握
して，保育目標案をその考慮事項の観点から実際に
検討・修正する作業を加えることによって，全対象
私立幼稚園に有効なものにしている。さらに，彼は，
私立幼稚園における実効のある保育目標明確化手順
の類型化方法について研究し，その成果を踏まえて，
各私立幼稚園園長が実効のある保育目標の明確化を
適切にカリキュラム・マネジメントにつなげるため
の留意点について考察している5）。6）」横松は，この
ように先行学術研究の成果を整理した上で，実効の
ある保育目標に関して，すでに明確化している私立
幼稚園におけるアクション・リサーチによって，出
席保護者の過半数がそれらの保育目標に価値を実感
したり保育にかかわる意欲や前向きさを示したりす
ることができる，保護者への説明手順を開発してい
る7）。
　このように，幼稚園カリキュラム・マネジメント
の手順に関する学術研究の蓄積がわずかであること
には，原因があると考えられる。わが国において最
初に幼稚園カリキュラム・マネジメント研究を実施
したと考えられる山中ら8）は，幼稚園カリキュラム・
マネジメントの教育課程編成段階で最初に重要とな
るといえる保育目標明確化の手順についても，先行
研究を見いだせないことを確認した上で，次のこと
を根拠に，幼稚園において，「実際に効力のある保
育目標を明確化しようとする努力が，重視されてこ
なかった」と指摘する。例えば，若月は，幼稚園・
保育所という「実際の保育現場では保育目標に掲げ
ている目標は単なる飾りで，絵に描いたもちになっ
ているような場合が多い」と主張する9）。また，岡
田ら10）は，「成果指標や目標が抽象的に表現される
傾向」が強い等の理由から「目標管理的視点に立つ
経営改善手法」が「幼稚園にはなじまないのではな
いか」という立場を示す。この幼稚園教育の成果指
標や目標が抽象的に表現される傾向が強いことは，
幼稚園教育目標を県レベルで調査した中野11）の論
文や山中らの経験からも認められている。
　また，わが国の幼稚園及び保育所において，カリ
キュラム・マネジメント研究が推進されない原因の
一つと考えられる点を指摘する研究もある。例えば，
田中らは，2009年刊行の保育雑誌に掲載されている，
３歳から５歳までの年間指導計画モデルを検討対象
とし，幼稚園教育要領に示されるねらいと内容を基
準にした場合に，「ねらいや内容の偏りが大きく，
３歳から５歳まで一度も登場しないねらい，内容も
ある」とか，「ねらいと内容が対応していないもの
が多い」とかの問題点を指摘する12）。カリキュラム・
マネジメント研究においては，教育の目標・内容・

方法上の連関性の確保が重視されていることを考え
れば，長期指導計画の，とりわけ，年間指導計画レ
ベルで，こうしたモデルが雑誌に掲載され，少なく
ない保育関係者がそれらを参考にする状況があった
とすれば，カリキュラム・マネジメント研究につい
ては，その必要性さえ意識されなかったかもしれな
い。
　こうした状況の中で，これから，各幼稚園におい
て，「幼稚園教育要領の理念を実現する」「カリキュ
ラム・マネジメント」を実施できるようにするため
には，横松13）が指摘しているように，次の保育目
標関連の事項を実施する必要があると考えられる。
　まず，各幼稚園は，組織として，三つの条件を満
たす保育目標を設定する必要があるといえる。一つ
には，明確で実効のある保育目標を設定する必要が
ある。なぜなら，保育目標があいまいな場合，それ
らを実現するための教育課程（教育の全体計画）の
編成→実施→評価→改善のサイクル（ＰＤＣＡサイ
クル）を回すこと，すなわち，カリキュラム・マネ
ジメントは，そもそもできないからである。この点
については，矢藤も次のように述べている。「組織
におけるＰＤＣＡサイクルは，漫然と回転している
ものではなく，一定の方向性をもってその過程が進
められるものである。一定の方向性とは，保育所や
幼稚園がそれぞれ組織としてもっている，価値，目
的，目標やねらいなどである。何をめざして保育し
ているのかという根本的な問いがなおざりにされる
と，このサイクルは迷走し，らせん状の向上など望
めない。14）」つまり，「園の目標を明確にして，目標
に従ってカリキュラムを構成して実践を進め，目標
に照らして評価するというマネジメントが不可欠と
なる。15）」今一つには，園の特色を生かすことがで
きる保育目標を設定する必要がある。これは，各幼
稚園が，組織として自園の特色を生かし，最大限に
教育効果を上げていけるようにするためである。さ
らに今一つには，幼稚園教育要領の前提にある，幼
児の心身の発達を助長するという学校教育法の観点
と，人格完成という教育目的を実現するためにその
基礎を幼児期に培うという教育基本法の観点につい
ての理解を深めた上で，その両者の観点から納得で
きる保育目標を設定する必要がある。これは，幼稚
園教育要領の理念を適切に理解して実現するためで
ある。
　その上で，成立した保育目標を職員・保護者等関
係者が共有する必要がある。これは，中留16）や田
村17）が，カリキュラム・マネジメントの基軸とし
てあげている，教育の目標・内容・方法上の連関性
の確保と学校内外の協働性の創造を行うためであ
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る。現在の各幼稚園においても，前述のような，保
育目標が抽象的なままで保育現場から遊離する問題
や，幼稚園教育要領のねらいと内容を十分に踏まえ
ることなく年間指導計画が立てられるという問題
や，年間指導計画レベルでねらいと内容の連関性が
確保されないという問題が放置されている可能性は
十分にある。特に，そのような園の場合には，これ
らのことが問題であるということ自体を職員が理解
することから始めなければならず，園内外の関係者
が保育目標について十分に理解し共有し，前述の連
関性の確保と協働性の創造につなげていくまでに
は，少なくない努力が必要になると考えられるので
ある。
　なお，学校種の中で，幼稚園においては，子ども
の状況に応じて柔軟に短期指導計画を変更すること
が大切にされている。したがって，橫松18）が述べ
るように，この点を重視したカリキュラム・マネジ
メントを実現する必要がある。その全体手順の開発
は，今後の課題である。
　これらの中で，幼児の心身の発達を助長するとい
う学校教育法の観点と人格完成へ至るための基礎を
幼児期に培うという教育基本法の観点から納得でき
る保育目標を設定することについては，今日まさに，
重要になっていると考えられる。それは，次の理由
からである。現在，幼稚園教育要領等の改訂に向け
た検討が進められているが，その基本的考え方が示
されているのが，中央教育審議会の教育課程企画特
別部会の「論点整理19）」である。その内容について
は，例えば，「今後，１０年～２０年程度で，半数
近くの仕事が自動化される可能性が高い」という予
測や，「子供たちの６５％は将来，今は存在してい
ない職業に就く」という予測をその例として挙げな
がら，「将来の変化を予測することが困難な時代」
を迎えることを前提に論じられている20）。一般に，
予測ができなければできないほど，いつの時代でも
どこの社会でも通用すると考えられる普遍的なもの
に基づく必要があると考えられる。教育基本法で教
育の目的とされる人格完成は，「人間の諸特性，諸
能力を可能な限り調和的に発展させること21）」であ
り，「教育一般の普遍的理念として受容されている
考え方22）」である。したがって，保育者と保護者が，
保育目標を設定あるいは共有していく際に，人格完
成へ至る過程，及び，人格完成へ至るための基礎に
ついて理解を深めることができれば，将来の変化を
予測することが困難な時代を迎えても，大局的な観
点から，子どもを育てる際の見通しを持つことがで
き，より冷静に判断ができると考えられるのである。
例えば，現在の仕事の半数近くが自動化されるとす

れば，そこで必要なくなる人々は，人間でこそでき
る仕事に就く可能性が高いと考えられる。その仕事
の候補としては，保育や教育や医療や介護などをあ
げることができるのではなかろうか。そうなるとす
れば，他者を育む心や他者に愛情を注ぐ心がますま
す求められる時代が訪れるのではなかろうか。そう
したとき，本アクション・リサーチにおいて，人格
完成に至る過程に関する理解を深めるための資料の
一つとして取り上げた，発達課題についてのエリッ
ク・エリクソン23）の考え方（津守真24）の解釈）は，
重要な示唆を与えると考えられる。すなわち，人生
において身に付けていく必要がある「希望（乳児期）
→意志（幼児前期）→目的意識（幼児後期）→有能
性（児童期）→所属集団への忠誠（青年前期）→愛
（青年後期）→育てる（壮年期）→知恵（老年期）」
という一連の発達課題についてのとらえ方は，保育
者と保護者に，そうした心の獲得に向けての各発達
段階での保育教育や子育てのポイントを示唆するも
のになると考えられる。また，どのような仕事に就
くか見通しが立たないとすれば，本アクション・リ
サーチにおいて，人格完成に至る過程に関する理解
を深めるための資料において注目している，論語に
おける理想的な成熟の仕方についての考え方は，幼
少期から，子どもの特長を見抜いて，それを大切に
育てていき，30歳頃に，その子の興味や特長を踏
まえて自分の仕事ができる状態になることが，子育
ての大きなポイントであることを示唆するものにな
ると考えられる。予測ができないからこそ，保育者
や保護者は，普遍的な考え方についての理解を深め，
保育教育や子育て全体についての大局的な見方を得
て，乳幼児と自分自身を育てていくことが，不可欠
になると考えられる。こうしたことが可能になれば，
幼稚園は，子どもが人生を全うするためのその子自
身の育ちと共に，そのことに必要な家庭環境も保障
する施設になることができるのではないか。執筆者
は，最終的には，すべての幼稚園がそのような施設
になることを目指すべきであると考えている。
　以上のような考え方に基づいて，各幼稚園におい
て，「幼稚園教育要領の理念を実現する」「カリキュ
ラム・マネジメント」を実施できるようにするため
には，まず，各幼稚園は，組織として，三つの条件
を満たす保育目標を設定する必要があるといえる。
一つには，明確で実効のある保育目標を設定する必
要があり，今一つには，園の特色を生かすことがで
きる保育目標を設定する必要があり，さらに今一つ
には，幼稚園教育要領の前提にある，幼児の心身の
発達を助長するという学校教育法の観点と，人格完
成に至るための基礎を幼児期に培うという教育基本
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法の観点についての理解を深めた上で，その両者の
観点から納得できる保育目標を設定する必要があ
る。その上で，さらに，成立した保育目標を職員・
保護者等関係者が共有する必要がある。
　このことの実現を目指す時，その三つの条件を満
たす保育目標であると橫松25）が指摘しているのが，
山中ら26）や橫松27）が明確化しようとしている「実
効のある保育目標」である。横松は，「実効のある
保育目標」に関する山中らのとらえ方に基づき，「実
効のある保育目標」といえる条件を次の３点に整理
している。すなわち，「保育の実際に対応するとい
う条件」と，「教育基本法の観点，すなわち，教育
あるいは人生の目的という観点から納得できる」と
いう条件と，「学校教育法の観点，すなわち，５領
域にわたる幼児の心身の発達を助長するという観点
から納得できる」という条件である28）。なお，「保
育の実際に対応する」とは，保育目標案がそれまで
園の創り上げてきた保育実践に関する資料から導き
出され，成立したそれぞれの保育目標とその達成の
ための保育実践との関係が明確であるということで
ある29）。
　つまり，この「実効のある保育目標」を各園にお
いて明確にした後に，職員・保護者等関係者がそれ
らを共有することができれば，幼稚園教育要領の理
念を実現するカリキュラム・マネジメントを実施す
るための必要条件が整うと考えられるわけである。
　なお，前述の山中らは，「カリキュラムマネジメ
ント」という「カリキュラム」と「マネジメント」
を直接つなげる用語を用いており，今日においても，
田村30）が，両者を一体ととらえる立場から同用語
を用いている。しかし，「カリキュラムマネジメント」
と「カリキュラム・マネジメント」の実施内容に違
いはないと考えられるので，本研究では，今日一般
的に行政文書で用いられている「カリキュラム・マ
ネジメント」という用語を用いている。

２．アクション・リサーチの目的と計画
　前述のように，幼稚園カリキュラム・マネジメン
トの手順に関する学術研究は，これまで私立に範囲
を限定して進められてきている。すなわち，実効の
ある保育目標の明確化手順の開発・発展，職員の過
半数に実効のある保育目標明確化の必要性が理解で
きる説明資料の概要の開発，実効のある保育目標明
確化手順の類型化方法の研究，その研究成果を踏ま
えて各私立幼稚園園長が実効のある保育目標の明確
化を適切にカリキュラム・マネジメントにつなげる
ための留意点についての研究，実効のある保育目標
を保護者に説明するための手順の開発が行われてい

る。
　このように，私立幼稚園に範囲を限定して研究を
進めることは，一つの現実的な判断であるといえる。
まず，平成27年度学校基本調査の結果が示すように，
幼稚園在学者の内，約83％が私立に通っている31）。
そして，その私立幼稚園は，一般に，設立の精神を
もっており，それを実現しようとするといわれる。
それと共に，公立幼稚園のように一定期間ごとに管
理職の人事異動があるわけでもない。これらの点は，
橫松32）が述べるように，現実の経営においては，
無視できないことである。したがって，先行研究成
果の乏しい中で，カリキュラム・マネジメントの導
入によって，実際に幼稚園教育現場に変革をもたら
そうとするのであれば，まずは，私立幼稚園に範囲
を限定して研究成果を積み重ね，それらの普及を図
り，最終的に公立幼稚園の場合も含めて一般化を志
向することが，有効的効率的であると考えられるの
である。
　以上のことを踏まえて，本研究では，私立幼稚園
において明確化された実効のある保育目標につい
て，職員が共有できる研修手順の開発を目指す。具
体的には，横松の示す手順33）を用いて，すでに，
園長の選定した職員が，保育目標研究者と協働して，
実効のある保育目標を明確化している私立幼稚園２
園においてアクションリサーチを実施し，次の到達
点に至ることのできる職員研修の手順開発を行う。
その到達点とは，ほとんどすべての職員がその保育
目標についての理解を強化したり広げたり深めたり
できると共に，その保育目標について価値を実感し
たりその実現のための保育実践に意欲ないし前向き
さを示したりできるということである。この後半部
分を目指す到達点の中に設定したのは，執筆者の保
育現場での経験から，保育目標について価値を実感
して，その実現のための保育実践に意欲や前向きさ
を示すようになる形で，職員の保育目標の共有が進
んでいくと考えられるからである。
　行う職員研修の講師及び内容については，横松の
研究が参考になる。彼は，幼稚園において，実効の
ある保育目標が明確化されていれば，「その園の保
育についての考え方が，その背景にある教育の目的
ないし人生の目標と関連づけられることによって，
保育者は幼児を導く一定の方向性を得ることができ
るので，園の保育についての考え方をより深くより
連関性のあるものにすることができ」，「幼児の向か
う方向性を見通した上で幼児を導くという考え方を
持てることにより，園の保育についての保育者たち
の共通理解と実践意欲を促すことが期待できる」と
考える34）。彼のこの見解の後半部分は，私立御南保
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育園35）において，乳幼児の教育面の目標を，園の
保育に関する資料から案出し，教育基本法の観点か
ら検討・修正して明確化した上で，所属保育者に説
明する研修で生じた意識を分析・考察した結果から，
類推されている36）。この研修37）では，説明者は，
園の保育目標明確化で協働した外部の研究者であ
る。その外部研究者は，保護者対象に，教育基本法
における幼児教育の目的について説明し，その説明
内容を背景に持つものとして園の目標を提示し，そ
のそれぞれについて，達成のための具体的な保育実
践をプロジェクターの映像で示したり口頭で説明し
たりする講演をすでに実施し，ビデオカメラで撮っ
ていた。そして，この研修では，その時の資料を配
付し，撮られた講演内容を職員が見て，感想を出し
合っている。
　この研修を参考にして，アクション・リサーチを
次のように計画する。研修講師は，その園の実効の
ある保育目標明確化で協働した保育目標研究者（今
回は執筆者）とする。配付資料には，背景にある教
育基本法の幼児教育の目的及び学校教育法の幼稚園
教育の目的・目標についての説明内容と，その内容
を背景に持って成立する実効のある保育目標のすべ
てを示す38）。この配付資料に沿って説明を進める際
には，保育目標それぞれについて説明する時に，必
ずその達成のための具体的実践例をあげる。これら
を共通部分とした上で，それぞれの私立幼稚園から
いただいた時間と園の状況に応じて，実際の研修内
容を構成する。そして，アンケート調査により，研
修実施後に前述の到達点に至ることができたかを確
認し，もし確認できなければ，計画を作り直して実
施する。なお，両私立幼稚園から，園が特定されな
いように配慮して，実効のある保育目標を研究論文
において公表することを，また，職員から，個人が
特定されないよう配慮して，アンケート結果を研究
論文において公表することを，了承されている。
　この内の，実効のある保育目標に関する説明手順
については，橫松の開発した，実効のある保育目標
に関する保護者対象の説明手順39）と同じである。
それは，次の理由からである。本研究において，職
員研修手順の計画上参考にしているのは，前述の私
立御南保育園において，乳幼児の教育面の目標を園
の保育に関する資料から案出し，教育基本法の観点
から検討・修正して明確化した上で，所属保育者に
説明する研修である。この研修は，同園においてそ
のようにして明確化された保育目標を保護者対象に
説明した講演会をビデオカメラで撮った上で，その
時の資料を配付し，撮られた講演内容を職員が見て，
感想を出し合うというものである。したがって，説

明手順それ自体は，保護者対象の説明時と同じ手順
となる。そして，前述の橫松の開発した，実効のあ
る保育目標に関する保護者対象の説明手順は，この
同じ私立御南保育園での保護者対象説明手順を参考
に計画されている40）。両者の参考にした説明手順が
同じであることから，計画された説明手順も同じに
なっているわけである。したがって，本研究におい
て，計画した職員研修手順が一定の有効性のあるも
のであることが示されれば，実効のある保育目標に
関して，保護者と職員に説明する必要がある場合，
同じ手順で行うことができることが示されることに
なる。
　この研究における執筆者の立場と役割について説
明する。執筆者は，この２園の実効のある保育目標
を明確化するために，一方では，園の既存資料から
実際に目指している事柄を導き出し，保育目標案を
構成しようとした。不明な点については，質問をし，
共感的に理解しようとした。それは，園の特色を保
持することを重視するためである。また，保育目標
案を検討する際の考慮事項についても調査して，共
感的に聞き取っている。したがって，職員の執筆者
への信頼が醸成されていることは十分に予想され
る。他方では，執筆者は，アクション・リサーチ開
始以降，職員と保育についての意見交換を行うこと
もあり，職員が，執筆者を保育目標に関する専門家
として高く評価する可能性もある。したがって，こ
うした執筆者が研修講師をした場合，アンケートに
は「率直にお答えください」と記述したが，そうで
あったとしても，職員の回答にバイアスがかかる可
能性は十分に考えられる。しかし，本研究では，各
幼稚園においては，保育目標が抽象的なままで保育
現場から遊離する問題や，幼稚園教育要領のねらい
と内容を十分に踏まえることなく年間指導計画が立
てられるという問題や，年間指導計画レベルでねら
いと内容の連関性が確保されないという問題が放置
されている可能性が十分にある中で，これからの幼
稚園カリキュラム・マネジメントを実現する必要が
ある。したがって，まずは，職員が，前述の三つの
条件を満たすものとしての実効のある保育目標につ
いて，理解を深めて共有しようとして，目標・内容・
方法上の連関性の確保につなげていくことこそが，
必要になると考えられる。執筆者が研修講師になる
ことは，そのための手段である。研修後に，実効の
ある保育目標の共有にかかわる意識が職員に生じる
ことそのことを実現するための手段なのである。
　ここで，アクション・リサーチの結果を解釈・検
討する観点について明確にしておく。周知の通り，
アクション・リサーチは，一般化された法則を明ら
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かにすることよりもむしろ，現実の変革を目指すも
のである。したがって，秋田41）が整理しているよ
うに，結果については，問題解消の「有効性」，コ
スト・パフォーマンス等からの「実用性」，場を共
有する人や類似場面にいる人の「受容性」の観点か
ら解釈すると共に，その検討は，「同じデータを分
析したときにどの程度同じ結論にいたるかという内
的一貫性としての信頼性」の観点から行うことが妥
当であるといえる。その成果は，他者に受容・活用
されていくことをとおして，より適用範囲の広い，
より一般的なものへと発展していくものである。

３ ．Ａ幼稚園における実効のある保育目標に関する
研修をとおして職員に生じた意識の分析と考察
１ ）対象職員と実効のある保育目標に関する研修実
施の概要
　2013年８月26日に，午前９時30分頃から約２時間，
常勤教諭16名を対象に，執筆者が研修を実施した。
約２時間という設定なので，研修の共通部分に加え
て，教育基本法の視点と学校教育法の視点が幼稚園
教育について再考する際の根本的視点として重要さ
れてきたことの説明と，再設定された園の保育目標
を実現しようとする場合の園の強みと課題と考えら
れることを述べた。なお，講演開始前に，レジュメ
Ａ４版用紙３枚を配布した。

２）配布レジュメの概要
　配布レジュメの題名は，「Ａ幼稚園の教育目標の
再考」であり，見出しは次の通りである。「１．幼
稚園の教育目標を再考する際に不可欠な根本的視
点」，「２．教育基本法における幼児教育の目的」，「３．
人格完成へ至る過程についての参考資料」，「４．学
校教育法における幼稚園教育の目的及び目標」，「５．
Ａ幼稚園の教育目標と保育内容の再設定」，６．「教
育目標及び保育内容から考えられるＡ幼稚園の強
み」，７．「教育目標及び保育内容から考えられるＡ
幼稚園で向上させなければならないこと」である。
実際のレジュメでは，Ａの部分にはこの園の園名が
記述されており，以下も同様である。
　１では，幼稚園教育目標を再考する際に不可欠な
二つの根本的視点を述べている。一つは，教育基本
法の視点であり，人間の生涯あるいは全人格という
視野から検討する視点である。今一つは，学校教育
法の視点であり，幼児の今の生活という視野から検
討する視点である。参考資料として，倉橋惣三の論
述42）を引用し，彼も，「人間常識」と「幼児生活の
尊重」という二つの視点からの根本考察を重視して
いたことを示す。

　２では，教育基本法により，わが国の幼児教育の
目的は，教育全体の目的である人格完成へ至るため
の基礎を培うことであると述べ，参考資料として，
倉橋惣三の論述43）を引用し，彼が，「人生」の「目標」
を持っている保育者のみが保育者といえると考えて
いたことを示す。
　３では，人格完成へ至る過程についての参考資料
を次のような考え方により示す。「教育基本法は，
生涯学習を理念としているので，教育の目的として
の人格完成は老年期に実現すると想定できる。そし
て，この人格完成を，一人ひとりの人間がもつ諸能
力・諸特性を最大限かつ調和的に発展させるという
一般的なとらえ方で理解した場合，こうした理想的
人間は，人生の発達課題を当然達成しているし，こ
れまで理想的な成熟の仕方として言われてきたこと
も当然達成しているであろうと想定できる。」こう
した考えから，参考資料として次の三点を示す。ま
ず，人生において身に付けていく必要がある発達課
題についてのエリック・エリクソン44）の考え方（津
守真45）の解釈）を次のように示す。「希望（乳児期）
→意志（幼児前期）→目的意識（幼児後期）→有能
性（児童期）→所属集団への忠誠（青年前期）→愛
（青年後期）→育てる（壮年期）→知恵（老年期）」
次に，80歳後半以降に絶望に至らないために必要
な生き方や心についてのジョアン・エリクソン46）

の考え方を次のように説明する。「・心身の健康を
維持する（※　自分の健康管理ができ，体力・気力
のある人間に育てる必要がある。）」「・美しい物へ
の感性とそれを表現しようとする心（※　美しい物
や素晴らしい物や驚くような物に心を動かす感性を
育てる，それを表現する人に育てる必要がある。）」 
「・謙虚さ（※　他に生かされている感覚，他に気
づかせていただいているという感覚［感謝につなが
る感覚］を育てる必要がある。）」「・できるだけ他
に依存せず，他に与えることを生き方の基本にする
（※　自分で自分の健全な生活を作り，他のための
（「に」の間違い…執筆者注）活動する人間に育てる
必要がある。）」さらに，これまで理想的な成熟の仕
方として言われてきた論語の考え方を次のように解
釈して説明する。「社会的に自立する→かなり普遍
的な価値観を身につけ，平常心で生きることができ
る→置かれた状況の中で，自分の特長・力を踏まえ
て，なすべきことが分かる→人の話が聞ける→思う
ままに行動していきすぎがない」「（※　こうした成
熟に向かうことのできる人間に育てる必要がある）」
この過程は，エリック・エリクソンの「育てる」か
ら「知恵」への過程に対応するものとして示す。な
お，これら三点については，内容面からと共に，そ
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の出典が現在も購入でき一般によく知られたものと
いう点から選択されている。なぜなら，研修時間に
制約のある現場を変革することを第１の目的とした
場合，実際に現場で参考資料として活用しやすいも
のであることが重要であると考えられるからであ
る。
　４では，学校教育法により，幼稚園は，子どもの
５領域の発達を助長することを目指すと述べる。
　５では，執筆者が，Ａ幼稚園の保育実践に関する
資料から教育目標とその実現のための保育内容の案
を作成し，園長ともう一人の主任クラス以上の保育
者が，執筆者の協力の下，１の根本的視点からそれ
らの案を検討・修正し明確化したものとして，教育
目標とそれらを実現するための保育内容を示す。こ
こでは，園が特定されないことに配慮して，教育目
標のみを取り上げる。○「基本的生活習慣の身につ
いた子どもに育てる」。○「自分で，あるいは，自
分たちで考えて判断し行動する力を育てる」。○「友
だちとの集団生活を大切にしたり両親に感謝したり
する心を育てる」○「気力を育てる」。○「個を大
切にして個性（個の自信と自己表現力）を伸ばす」。
　６では，執筆者が，再設定されたＡ幼稚園の教育
目標及び保育内容を実現しようとする場合のＡ幼稚
園の強いところについて，また，７においては向上
させなければならないことについて，自らの見解を
述べた。それらの具体的内容については，園が特定
される可能性があるので，ここでは取り上げない。

３）調査の手続き及び内容
　講演開始前に，対象職員16名に次のことを問う
自由記述のアンケート用紙（Ａ４用紙１枚）をレジュ
メと共に配布した。「問１　今日の話を聞いて，ど
んなことをお考えになりましたか。」「問２　園の保
育についての理解は深まりましたか。」「問３　これ
からの自分の保育についてどう考えますか。」アン
ケートを自由記述にしたのは，職員の生の声から研
修後に生じた具体的意識内容を確認できるようにす
るためである。アンケート用紙は，講演終了後約
15分間で記入していただき，回収した。回収率は，
100％である。

４）回答内容の分析の観点
　本研修の目指す到達点は，ほとんどすべての職員
がその保育目標についての理解を強化したり広げた
り深めたりできると共に，その保育目標について価
値を実感したりその実現のための保育実践に意欲な
いし前向きさを示したりできるということである。
したがって，回答内容の分析の観点を次の３点とす

る。
　a)講演後，職員は，園の保育目標，あるいは，そ
の背景にある人格形成観ないし発達支援観につい
て，理解を強化したり広げたり深めたりしているか。
　b)講演後，職員は，園の保育目標，あるいは，そ
の背景にある人格形成観ないし発達支援観につい
て，価値を実感しているか。
　c)講演後，職員は，園の保育目標の実現のための
保育実践に意欲ないし前向きさを示しているか。

５）分析と考察
　⑴目的と分析の基準
　ここでは，a)～ c)で述べている意識が生じてい
る職員を数量化する。分析の基準は，a)～ c)に関
する記述内容に注目し，その中に次のキーワードが
あり，しかもそのキーワードを肯定的に記述してい
る職員を該当者とする。
　a)…「知る」「分かる」「気付く」「理解」「認識」「納
得」「明確」「（理解は深まりましたかという問に対
して）深める or 深まる」「確かに…と思う」「より
意識する」「学ぶ」「教えて頂く」「気付かせていた
だく」「勉強」「参考」「写真からの見とり」「新たな
発見」「今までとは，違った視点で，…見る」「指摘
される」「反省」「（研修内容で）自分自身のことを
振り返る」「深く見つめ直す」「深く考えたことがな
かった」
　b)…「大切」「大事」「重要」「責任」「（園の保育
について）良い面もたくさんある」「自信みたいな
ものは…明確になった」「ありがたい」
　c)…「動詞＋て（or で）いく」「動詞＋こ（orよ）
う」「動詞＋たらと思う」「動詞＋たらいいなと思う」
「動詞＋たい」「動詞＋ないといけない」「動詞＋な
くては」「動詞＋なければ」「動詞＋ていければ良い
なと思う」「…ができれば良いなと思う」「頑張る」「努
力する」「努める」「心がける」「…ありたい」「気を
つける」「課題」「…がこれからできる」「目標もで
きた」「また一歩進める」
　なお，キーワードが動詞，形容詞，助動詞で終わ
る場合，語尾が未然形，仮定形，命令形以外のもの
も含む。キーワードの漢字部分がひらがなのものも
含む。また，キーワード中の明らかな誤字は修正し，
常用漢字でない字は常用漢字に置き換えている。
　⑵結果と考察
　第１に，職員全員（16名）が，a)に述べた意識
の表れを示す記述をしており，園の保育目標，ある
いは，その背景にある人格形成観ないし発達支援観
について，理解を強化したり広げたり深めたりして
いるといえる。
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　第２に，９名の職員が，b)に述べた意識の表れを
示す記述をしており，園の保育目標，あるいは，そ
の背景にある人格形成観ないし発達支援観につい
て，価値を実感しているといえる。
　第３に，職員全員（16名）が，c)に述べた意識
の表れを示す記述をしており，園の目指す保育実践
への意欲ないし前向きさを示しているといえる。
　以上により，執筆者の考案した研修手順によって，
前述の到達点に至ることができることを確認でき
た。

４ ．Ｂ幼稚園における実効のある保育目標に関する
研修をとおして職員に生じた意識の分析と考察
１ ）対象職員と実効のある保育目標に関する研修実
施の概要
　2013年９月11日に，午後２時頃から約１時間，
園の保育にかかわる全常勤職員７名を対象に，執筆
者が研修を実施した。今回は，研修の共通部分の他
に，保育目標を総括してその全体像を簡潔に表現す
るものとして，目指す子ども像について説明した。
その後に，約１時間，職員が感想を述べ講師と共に
対話する時間も設けた。なお，講演開始前に，レジュ
メＡ４版用紙２枚を配布している。

２）配布レジュメの概要
　配布レジュメの題名は，「Ｂ幼稚園の教育をより
深く理解するために」であり，見出しは次の通りで
ある。「１．一生という観点から見た幼児教育の目的
─教育基本法より─」，「２．人格完成へ至る過程に
ついての参考資料」，「３．幼児の生活の尊重という
観点から見た幼稚園の目的─学校教育法より─」，
「４．Ｂ幼稚園が目指すこと」，「５．Ｂ幼稚園が目
指す子ども像」である。実際のレジュメでは，Ｂの
部分にはこの園の園名が記述されており，以下も同
様である。
　１では，教育基本法により，わが国における幼児
教育の目的は，人格完成へ至るための基礎を培うこ
とであると述べ，２では，人格完成へ至る過程につ
いての参考資料を示す。その参考資料は，前節の２）
で示したＡ園の場合と同様な考え方で，同様の３点
を資料として取り上げる。３では，学校教育法によ
り，幼稚園は，幼児の全面的発達を助長することを
目的とすると述べる。４では，これらのことを背景
に持った上で，Ｂ幼稚園が次のことを目指すことを
示す。○「神と周りの人たちに愛されていると感じ
られる子どもに育てる。」○「神に感謝する心を子
どもに培う。」○「自分で選び，選んだことを成し
遂げようとする子どもに育てる。」○「素直に自分

自身を表して共に生活する子どもたちに育てる。」
○「周りの人への思いやりと助け合う心を子どもに
培う。」○「命ある動植物を大切に扱いお世話する
子どもに育てる。」○「基本的生活習慣とマナーと
ルールの身についた子どもに育てる。」○「四季の
自然に興味を持ち，四季に応じて遊び生活できる子
どもに育てる。」○「世界の人々の幸せを求める心
を子どもに培う。」そして，５では，以上から，Ｂ
幼稚園が目指す子ども像を次のように示す。「神に
愛されていると実感し，自分の選んだことができる
ことを知り，自分が好きになっている。だから，自
分らしく，同時に，友だちや生き物も大切にしなが
ら，自分自身で生活を創っていける。そうした子ど
も像が，Ｂ幼稚園の目指す子ども像である。」

３）調査の手続き及び内容
　講演開始前に，対象職員７名に，Ａ幼稚園と同じ
書式の自由記述のアンケート用紙（Ａ４用紙１枚）
をレジュメと共に配布した。アンケート用紙は，説
明・対話後記入していただき，後日送っていただい
た。回収率は，100％である。

４）回答内容の分析の観点
　回答内容の分析の観点は，前節の４）と同様であ
る。

５）分析と考察
　⑴目的と分析の基準
　ここでは，a)～ c)で述べている意識が生じてい
る職員を数量化する。分析の基準は，a)～ c)に関
する記述内容に注目し，その中に次のキーワードが
あり，しかもそのキーワードを肯定的に記述してい
る職員を該当者とする。
　a)…「分かる」「理解」「確認」「認識」「（理解は
深まりましたかという問に対して）深まる or 深め
る」「深く考えさせる」「説明して頂く」「理論づけ
られる」「意味付けがされる」
　b)…「重要」「大事」「大切」「責任」「喜び」「喜
びたい」
　c)…「動詞＋ていく」「動詞＋たい」「動詞＋ない
といけない」「努力」「…になろう」「…ができたら
…と思う」「…のできる子どもになってほしい」
　なお，キーワードが動詞，形容詞，助動詞で終わ
る場合，語尾が未然形，仮定形，命令形以外のもの
も含む。
　⑵結果と考察
　第１に，６名の職員が，a)に述べた意識の表れを
示す記述をしており，園の保育目標，あるいは，そ
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の背景にある人格形成観ないし発達支援観につい
て，理解を強化したり広げたり深めたりしていると
いえる。
　第２に，６名の職員が，b)に述べた意識の表れを
示す記述をしており，園の保育目標，あるいは，そ
の背景にある人格形成観ないし発達支援観につい
て，価値を実感しているといえる。
　第３に，職員全員（７名）が，c)に述べた意識の
表れを示す記述をしており，園の目指す保育実践へ
の意欲ないし前向きさを示しているといえる。意欲
ないし前向きさは，何らかの理解の上で生じるので，
このことから，職員全員が，園の保育目標，あるい
は，その背景にある人格形成観ないし発達支援観に
ついて，理解を強化したり広げたり深めたりしてい
るといえる。
　以上により，執筆者の考案した研修手順によって，
前述の到達点に至ることができることを確認でき
た。

５．総括と本研究の限定性に関する考察
　各幼稚園において，幼稚園教育要領の理念を実現
するカリキュラム・マネジメントを実施できるよう
にするためには，まず，各幼稚園は，組織として，
三つの条件を満たす保育目標を設定する必要がある
といえる。一つには，明確で実効のある保育目標を
設定する必要があり，今一つには，園の特色を生か
すことができる保育目標を設定する必要があり，さ
らに今一つには，幼稚園教育要領の前提にある，幼
児の心身の発達を助長するという学校教育法の観点
と，人格完成に至るための基礎を幼児期に培うとい
う教育基本法の観点についての理解を深めた上で，
その両者の観点から納得できる保育目標を設定する
必要がある。そして，この三つの条件を満たす保育
目標といえるのが，実効のある保育目標である。本
研究では，この実効のある保育目標をすでに明確化
している私立幼稚園２園において，アクション・リ
サーチを実施し，次の到達点に至ることのできる，
実効のある保育目標の職員研修手順を開発すること
を目的としている。その到達点とは，ほとんどすべ
ての職員がその保育目標についての理解を強化した
り広げたり深めたりできると共に，その保育目標に
ついて価値を実感したりその実現のための保育実践
に意欲ないし前向きさを示したりできるということ
である。
　そのアクション・リサーチの計画は，次の通りで
ある。研修講師は，その園の実効のある保育目標明
確化で協働した保育目標研究者とする。配付資料に
は，背景にある教育基本法における幼児教育の目的

及び学校教育法の幼稚園教育の目的・目標について
の説明内容と，その内容を背景に持って成立した実
効のある保育目標のすべてを示す。この配付資料に
沿って説明を進める際には，保育目標のそれぞれに
ついて説明する時に，必ずその達成のための具体的
実践例をあげる。これらを共通部分として，それぞ
れの私立幼稚園からいただいた時間と園の状況に応
じて，実際の研修内容を構成する。そして，研修実
施後には，前述の到達点に至ることができたことを
アンケート調査により確認する。
　このアクション・リサーチでは，私立幼稚園２園
において，執筆者の考案した研修手順によって，前
述の到達点に至ることができることを確認できた。
目的とした研修手順は，開発できたと考えられ，前
述の研修構成の仕方とその実施がそれである。なお，
本研究において開発された研修手順の内の，実効の
ある保育目標に関する説明手順については，橫松の
開発した，前述の実効のある保育目標に関する保護
者対象説明手順と同じである。このことにより，同
じ手順で，保護者と職員に実効のある保育目標に関
して説明できることが示されたことになる。
　ここにおいて，本アクション・リサーチの限定性
について考察する。より多くの園においてこの職員
研修を実施しようとすれば，園の設定時間で研修を
行う場合も生じる。研修講師は，園からいただける
時間と園の状況に応じて，実際の研修内容を構成す
る必要がある。そうした中で，本研究で設定した到
達点に至るためには，講師になる保育目標研究者に
は，次のことが求められるといえる。保育目標と保
育実践を関係づけることができる，人格完成に至る
過程について追究している，保育目標全体から子ど
も像を簡潔に表現できる，教育基本法及び学校教育
法の視点を背景に再設定された保育目標に基づい
て，その時点での園の特長と課題をとらえることが
できる。少なくともこれらのことのできる保育目標
研究者が講師になることが，本アクション・リサー
チで設定した到達点に至ることのできる必要条件で
あると考えられる。
　本研究で開発した職員研修手順を他園でも実施し
て，再検討し発展させることが，今後の課題である。
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